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11月10日（木）まで

11月30日（水）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和４年10月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和４年９月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和４年８月期）
２カ月延長法人（令和４年７月期）
④　消費税・地方消費税確定申告（１カ月ごと）（９月期）
⑤　消費税・地方消費税確定申告（３カ月ごと）（３月、６月、９月、12月期）
⑥　法人の中間申告（半期・３月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき　１カ月ごと（９月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき　３カ月ごと（３月、６月、12月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税
の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）
の終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例
は適用後２年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付　記）　税を考える週間（11月11日～17日）
国税庁・国税局・税務署

株
主
総
会
資
料
の
電
子
提
供
措
置
の

対
象
の
見
直
し
に
係
る
会
施
規・会
計

規
の
改
正
案
、公
表
─
法
務
省

法
　
　
務

税
効
果
関
連
の
改
正
法
人
税
等
会
計

基
準
等
、公
表
議
決
へ
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

改
正
の
内
容

去
る
10
月
７
日
、
法
務
省
は
「
会

社
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
案
」
を
公
表
し
た
。
事
業
報

告
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
一
部
や

（
連
結
）
貸
借
対
照
表
・（
連
結
）
損

益
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
、

電
子
提
供
制
度
に
お
け
る
書
面
交
付

請
求
を
し
た
株
主
に
交
付
す
る
書
面

（
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面
）

に
記
載
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
す

る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ブ
開

示
に
よ
る
み
な
し
提
供
制
度
の
対
象

事
項
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
直
し
を

行
う
も
の
。

具
体
的
に
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
、
電
子
提
供
措
置
事
項
記
載
書
面

に
記
載
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る

（
会
施
規
95
の
４
①
二
～
四
）。

・
役
員
の
責
任
限
定
契
約
に
関
す
る

事
項

・
事
業
の
経
過
お
よ
び
そ
の
成
果

・
対
処
す
べ
き
課
題

・
補
償
契
約
に
関
す
る
事
項

・
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
に
関

す
る
事
項

・（
連
結
）貸
借
対
照
表
お
よ
び（
連
結
）

損
益
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

ウ
ェ
ブ
開
示
に
よ
る
み
な
し
提
供

制
度
に
お
い
て
は
、
前
記
と
同
様
の

事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
、

そ
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
等
を
株
主
に
通
知
す
れ

ば
、
当
該
事
項
に
係
る
情
報
が
株
主

に
提
供
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
（
会

施
規
133
、
会
計
規
133
）。

ま
た
、
令
和
３
年
法
務
省
令
45
号

で
定
め
ら
れ
た
、
ウ
ェ
ブ
開
示
に
よ

る
み
な
し
提
供
制
度
の
対
象
に
係
る

特
例
措
置
に
関
す
る
経
過
措
置
の
規

定
を
削
除
す
る
ほ
か
、
そ
の
他
形
式

的
整
備
を
含
む
所
要
の
改
正
を
行

う
。適

用
関
係

公
布
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
。

た
だ
し
、
ウ
ェ
ブ
開
示
に
よ
る
み
な

し
提
供
制
度
に
関
す
る
改
正
規
定
に

つ
い
て
は
、
２
０
２
３
年
３
月
１
日

か
ら
の
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

＊　

コ
メ
ン
ト
期
限
は
11
月
７
日
。

去
る
10
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
８
８
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

法
人
税
等
会
計
基
準
等
の
改
正

第
４
８
６
回
親
委
員
会（
２
０
２
２

年
10
月
１
日
号
（
№
１
６
５
６
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
税
金
費
用
の
計
上
区
分
お
よ
び

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
が
適
用
さ
れ
る

場
合
の
子
会
社
株
式
等
の
売
却
に
係

る
税
効
果
に
関
す
る
、
企
業
会
計
基

準
公
開
草
案
71
号
（
企
業
会
計
基
準

27
号
の
改
正
案
）「
法
人
税
、
住
民

税
及
び
事
業
税
等
に
関
す
る
会
計
基

準
（
案
）」
等
の
改
正
文
案
等
の
審

議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
、
特
段
の
異
論
は
聞
か

れ
ず
、
次
回
親
委
員
会
（
10
月
18
日

開
催
予
定
）で
公
表
議
決
す
る
予
定
。

金
融
資
産
の
減
損

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
会

計
基
準
の
開
発
に
つ
い
て
、
第

１
８
８
回
金
融
商
品
専
門
委
員
会
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資
本
市
場
関
係
者
の
基
本
的
な

役
割
①
〜
上
場
企
業
〜

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

今
回
か
ら
数
回
に
わ
た
っ
て
、
資
本

市
場
関
係
者
の
基
本
的
な
役
割
等
を

説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
資
本

市
場
の
主
役
と
も
い
え
る
、
上
場
企
業

（
株
式
会
社
）
を
取
り
上
げ
る
。

新
規
事
業
の
立
上
げ
当
初
は
、
株

主
で
あ
り
経
営
者
で
も
あ
る
メ
ン
バ
ー

が
中
心
と
な
っ
て
、
会
社
経
営
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、そ
の
後
、

閉
鎖
的
な
世
界
の
な
か
で
悪
戦
苦
闘
し

な
が
ら
も
、徐
々
に
実
績
を
積
み
上
げ
、

事
業
も
軌
道
に
乗
る
と
、
資
金
調
達

や
人
材
獲
得
の
面
で
限
界
を
感
じ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
に
、

事
業
の
さ
ら
な
る
拡
大
に
向
け
て
、
株

式
上
場
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

上
場
企
業
に
な
る
と
、
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
が
急
増
す
る
た
め
、
各
種
規

制
も
強
化
さ
れ
、
対
外
的
に
説
明
す
る

機
会
も
増
え
る
こ
と
と
な
る
が
、
上
場

企
業
の
基
本
的
な
役
割
等
と
し
て
、
次

の
５
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①　
経
営
戦
略
の
策
定
と
経
営
資
源

の
確
保

上
場
企
業
は
、
中
長
期
的
な
視
点

か
ら
、
あ
り
た
い
姿
を
実
現
す
る
た
め

の
経
営
戦
略
等
の
策
定
と
、
現
在
の

経
営
資
源
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
、
必
要

な
経
営
資
源（
機
械
設
備
、人
的
資
本
、

無
形
資
産
等
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
対
外
的
な
説
明
責
任
を

意
識
し
て
、
社
外
取
締
役
を
構
成
メ
ン

バ
ー
に
含
め
た
取
締
役
会
の
審
議
を
深

化
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

②　
資
金
調
達

上
場
企
業
は
、
資
本
コ
ス
ト
を
意
識

し
て
、
必
要
な
資
金
（
設
備
投
資
資

金
、
企
業
買
収
資
金
等
）
を
銀
行
等

か
ら
の
借
入
れ
、
ま
た
は
資
本
市
場
に

お
け
る
株
式
発
行
等
を
通
じ
て
調
達
す

る
。
な
お
、
資
本
コ
ス
ト
を
意
識
す
る

あ
ま
り
、
銀
行
か
ら
の
借
入
金
の
比
重

が
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
倒
産
リ
ス

ク
が
増
え
、
逆
に
資
本
コ
ス
ト
が
増
加

す
る
こ
と
も
あ
る
点
に
留
意
が
必
要
で

あ
る
。

③　
経
営
戦
略
の
確
実
な
実
行
と
経

過
報
告

上
場
企
業
は
、
調
達
し
た
資
金
を

経
営
戦
略
等
に
お
い
て
計
画
し
た
事
業

領
域
に
投
下
し
て
実
行
し
、
定
期
的
に

そ
の
進
捗
状
況
を
取
締
役
会
に
報
告
す

る
。
計
画
ど
お
り
に
企
業
価
値
向
上

を
実
現
で
き
て
い
る
か
、
で
き
て
い
な

い
の
で
あ
れ
ば
い
か
な
る
軌
道
修
正
を

ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
図
る
べ
き

か
な
ど
、
取
締
役
会
等
に
お
い
て
十
分

審
議
す
る
。

大
幅
な
軌
道
修
正
が
必
要
と
な
る

場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
適
時
に
対
外

開
示
す
る
と
と
も
に
、必
要
に
応
じ
て
、

資
金
調
達
先
で
あ
る
金
融
機
関
や
機

関
投
資
家
に
説
明
す
る
。

④　
資
金
提
供
者（
金
融
機
関
ま
た
は

株
主
）に
対
す
る
報
酬
の
支
払

資
金
提
供
者
に
対
し
て
は
、
報
酬
と

し
て
、
借
入
契
約
に
基
づ
く
支
払
利

息
（
金
融
機
関
）
ま
た
は
取
締
役
会
決

議
等
に
基
づ
く
配
当
金
（
株
主
）
を
支

払
う
。
な
お
、
資
本
還
元
策
と
し
て
、

近
年
、
自
己
株
式
の
取
得
が
活
発
に

行
わ
れ
て
い
る
が
、
自
己
株
式
の
取
得

は
、
投
資
判
断
指
標
（
Ｐ
Ｅ
Ｒ
、
Ｒ
Ｏ

Ｅ
な
ど
）
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、そ
も
そ
も
将
来
キ
ャッ
シ
ュ・フ
ロ
ー

自
体
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
点
に
留

意
が
必
要
で
あ
る
。

⑤　
情
報
開
示
と
定
時
株
主
総
会
の

開
催

期
中
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
審
議

に
基
づ
い
て
、
定
期
的
（
四
半
期
、
期

末
な
ど
）
に
情
報
開
示
を
行
う
。
年
度

末
終
了
後
に
開
催
さ
れ
る
定
時
株
主

総
会
に
お
い
て
は
、
当
年
度
の
業
績
報

告
や
役
員
選
任
等
の
議
案
の
審
議
（
株

主
に
よ
る
議
決
権
行
使
）
を
行
い
、
最

終
的
に
株
主
の
信
任
を
得
る
こ
と
で
、

株
主
総
会
は
終
結
す
る
。

上
場
企
業
と
し
て
は
、
今
後
も
引
き

続
き
、
多
く
の
株
主
か
ら
信
任
が
得
ら

れ
る
よ
う
、
将
来
に
向
け
た
企
業
の
経

営
方
針
や
事
業
戦
略
等
に
関
す
る
開
示

内
容
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
潜
在

株
主
（
将
来
株
主
）
を
含
む
投
資
家
と

の
建
設
的
な
対
話
が
重
要
と
な
る
。

（
２
０
２
２
年
10
月
10
日
号
（
№

１
６
５
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
ス
テ
ッ
プ
２
の

議
論
の
総
括
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
で

議
論
さ
れ
た
論
点
が
次
の
よ
う
に
整

理
さ
れ
た
。

⑴　
特
段
の
異
論
が
聞
か
れ
な
か
っ

た
論
点

・
債
務
不
履
行
の
定
義

・
信
用
リ
ス
ク
の
著
し
い
増
大
の

判
定
時
に
お
け
る
担
保
の
考
慮

・
監
督
当
局
等
か
ら
示
さ
れ
た
ガ

イ
ダ
ン
ス
や
レ
タ
ー
の
考
慮

⑵　
追
加
的
な
検
討
が
必
要
と
の
意

見
が
聞
か
れ
た
論
点

・
信
用
リ
ス
ク
を
見
積
る
期
間

⑶　
規
範
性
の
な
い
教
育
文
書
等
を

提
供
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
見
が

聞
か
れ
た
論
点

・
債
権
単
位
で
の
信
用
リ
ス
ク
の

著
し
い
増
大
の
判
定

・
将
来
予
測
情
報
の
考
慮

・
複
数
シ
ナ
リ
オ
の
考
慮
を
含
め

た
結
果
の
確
率
加
重

⑷　
実
効
金
利
法
に
よ
る
償
却
原
価

に
関
連
す
る
定
め
の
取
扱
い
と
相

互
に
関
連
し
て
い
る
た
め
引
き
続

き
検
討
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
論

点・
貨
幣
の
時
間
価
値
の
考
慮

・
債
権
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン

グ
に
伴
う
条
件
変
更
の
会
計
処

理
に
関
す
る
検
討

・
信
用
リ
ス
ク
が
増
大
し
た
場
合

の
利
息
収
益
の
認
識
方
法

こ
の
⑷
に
関
し
て
、事
務
局
か
ら
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
の
分

類
・
測
定
お
よ
び
減
損
に
関
連
す
る

次
の
論
点
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
う
え

で
、
相
互
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
、

ス
テ
ッ
プ
２
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取

り
入
れ
方
の
組
み
合
せ
に
つ
い
て
具

体
的
な
検
討
を
行
う
提
案
が
さ
れ

た
。

①　
償
却
原
価
の
採
用

②　
利
率

③　
引
当
に
お
け
る
貨
幣
の
時
間
価

値
の
考
慮

④　
信
用
減
損
資
産
に
係
る
利
息
収

益
の
認
識

⑤　
認
識
の
中
止

⑥　
条
件
変
更

委
員
か
ら
は
、「
⑷
に
つ
い
て
、

分
類
・
測
定
の
論
点
も
絡
み
全
体
像

が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
。
基
準
全
体

の
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
て
議
論
す
べ
き

で
は
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
、
事
務

局
か
ら
「
タ
イ
ミ
ン
グ
を
検
討
し
て

お
示
し
し
た
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ

た
。
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Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
最
終
基
準
の
公
表
は
越
年
へ

─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

金
　
　
融

四
半
期
開
示
の
見
直
し
、具
体
的
議
論

開
始
─
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ

去
る
10
月
６
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

３
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。
今
回
は
、
９
月
に

開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
ボ
ー
ド
会
議

に
お
い
て
暫
定
的
に
決
定
さ
れ
た
事

項
に
つ
い
て
、
審
議
さ
れ
た
。

Ｓ
１
・
Ｓ
２
基
準
案
の
再
審
議
計
画

次
の
ト
ピ
ッ
ク
が
再
審
議
さ
れ

る
。

①　
Ｓ
１
・
Ｓ
２
両
基
準
案
に
つ
い

て
再
審
議
す
る
ト
ピ
ッ
ク

⒜　

ス
ケ
ー
ラ
ビ
リ
テ
ィ

（scalability

）（
後
述
）

⒝　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
お

よ
び
気
候
関
連
の
リ
ス
ク
お
よ

び
機
会
が
、
企
業
の
財
政
状
態
、

財
務
業
績
お
よ
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
に
与
え
る
現
在
の
お
よ

び
予
想
さ
れ
る
影
響

②　
Ｓ
１
基
準
案
に
つ
い
て
再
審
議

す
る
ト
ピ
ッ
ク

⒜　
企
業
価
値

⒝　
要
求
さ
れ
る
報
告
の
幅

⒞　
「
重
大
な
（significant

）」

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
の
リ

ス
ク
ま
た
は
機
会

⒟　
「
重
大
な
（significant

）」

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
関
連
の
リ

ス
ク
お
よ
び
機
会
の
識
別
お
よ

び
開
示
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
以
外
の
基

準
設
定
主
体
が
開
発
し
た
マ
テ

リ
ア
ル
の
使
用
を
含
む
）

⒠　

重
要
性
（m

ateriality

）
の

評
価
の
適
用

⒡　
つ
な
が
り
の
あ
る
情
報

⒢　
報
告
の
頻
度

③　
Ｓ
２
基
準
案
に
つ
い
て
再
審
議

す
る
ト
ピ
ッ
ク

⒜　
戦
略
お
よ
び
意
思
決
定
（
移

行
計
画
を
含
む
）

⒝　
気
候
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

⒞　
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

⒟　
産
業
別
要
求
事
項
（
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
お
よ
び
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
に
係
る
排
出
を
含
む
）

ス
ケ
ー
ラ
ビ
リ
テ
ィ

公
開
草
案
の
適
用
に
関
し
て
、「
世

界
中
の
企
業
の
能
力
お
よ
び
準
備
状

況
の
違
い
を
考
慮
す
べ
き
」
と
の
意

見
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
を
受

け
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
は
、
企
業
に
お
け
る

基
準
適
用
を
支
援
す
る
た
め
、
新
た

な
概
念
と
し
て
「
ス
ケ
ー
ラ
ビ
リ

テ
ィ
」
を
提
示
し
た
。
今
回
、
暫
定

的
に
決
定
さ
れ
た
事
項
は
次
の
と
お

り
。

①　
両
基
準
案
の
適
用
に
お
け
る
企

業
の
負
荷
を
軽
減
す
る
た
め
、
開

示
要
求
に
つ
い
て
ス
ケ
ー
ラ
ビ
リ

テ
ィ
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
識
別
す
べ
き
で
あ

る
こ
と

②　
具
体
的
な
ス
ケ
ー
ラ
ビ
リ
テ
ィ

の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
ど

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
適
切
で
あ
る
か

を
評
価
す
る
た
め
の
４
つ
の
要
因

今
後
の
予
定

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
は
、
２
０
２
２
年
末

頃
ま
で
に
、
両
基
準
案
に
対
す
る

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
関
す
る
議
論
を

完
了
さ
せ
、
２
０
２
３
年
の
可
能
な

限
り
早
い
時
期
に
最
終
基
準
を
公
表

す
る
予
定
。
ま
た
、
２
０
２
３
年
の

早
い
時
期
に
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
将
来
の
優

先
事
項
に
関
す
る
協
議
を
実
施
予
定

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

な
お
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
よ
る
国
内
基

準
の
開
発
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

事
務
局
は
、「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

Ｗ
Ｇ
で
法
律
上
の
枠
組
み
が
審
議
さ

れ
る
予
定
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え

で
の
議
論
に
な
る
」
と
し
た
。

ま
た
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
お
け
る
日
本

基
準
の
開
発
に
関
す
る
運
営
方
針
案

に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
た
。
近
く
一

般
に
公
表
さ
れ
る
予
定
。

去
る
10
月
５
日
、
金
融
審
議
会
は

第
１
回
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
座
長
：
神
田

秀
樹
・
学
習
院
大
学
大
学
院
法
務
研

究
科
教
授
）
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催

し
た
。

本
Ｗ
Ｇ
は
、
６
月
に
公
表
さ
れ
た

「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
」
に
盛
り
込
ま

れ
た
、
四
半
期
決
算
短
信
へ
の
「
一

本
化
」
の
具
体
化
に
向
け
た
課
題
等

に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
検
討
を
行
う

も
の
。

今
回
は
四
半
期
開
示
を
は
じ
め
と

す
る
情
報
開
示
の
頻
度
・
タ
イ
ミ
ン

グ
に
つ
い
て
、次
の
論
点
が
示
さ
れ
、

議
論
が
行
わ
れ
た
。

四
半
期
決
算
短
信
の
義
務
づ
け
の

有
無上

場
企
業
へ
の
四
半
期
決
算
短
信

作
成
・
提
出
を
義
務
づ
け
る
か
、
あ

る
い
は
任
意
と
す
る
（
義
務
づ
け
を

廃
止
す
る
）
か
に
つ
い
て
、
多
く
の

委
員
か
ら
義
務
づ
け
に
賛
成
す
る
意

見
が
聞
か
れ
た
。

一
方
、「
す
べ
て
の
上
場
企
業
へ

の
義
務
化
は
反
対
」、「
プ
ラ
イ
ム
企

業
の
み
義
務
化
と
し
て
は
」
と
の
意

見
も
聞
か
れ
た
。

適
時
開
示
の
充
実

適
時
開
示
の
充
実
に
向
け
て
の
、

好
事
例
の
公
表
や
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ

ン
ト
（
ル
ー
ル
の
実
効
性
の
確
保
）

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、委
員
か
ら
は
、

「
好
事
例
の
充
実
は
賛
成
」、「
エ
ン

フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
強
化
は
前
向
き

な
開
示
を
阻
害
す
る
」
と
い
っ
た
意

見
が
聞
か
れ
た
。

現
行
の
適
時
開
示
制
度
は
、
基
本

的
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
に

倣
っ
た
事
項
が
定
め
ら
れ
、
軽
微
基

準
も
あ
る
な
ど
、
開
示
対
象
や
重
要

性
基
準
を
定
め
る
細
則
主
義
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、「
企

業
が
投
資
家
目
線
で
開
示
で
き
る
よ

う
、
原
則
主
義
に
す
べ
き
」
と
の
意

見
が
い
く
つ
か
聞
か
れ
た
。

四
半
期
決
算
短
信
の
開
示
内
容

セ
グ
メ
ン
ト
情
報
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
情
報
な
ど
は
、
現
行

の
四
半
報
に
含
ま
れ
て
い
る
一
方
、

四
半
期
決
算
短
信
に
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
報
の
開
示
に

つ
い
て
、
委
員
か
ら
、「
セ
グ
メ
ン

ト
情
報
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
情

報
は
四
半
期
決
算
短
信
で
も
開
示
す

べ
き
」、「
現
行
の
四
半
期
決
算
短
信

の
内
容
を
維
持
し
、
開
示
さ
れ
て
い
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国
際
会
計

セ
グ
メ
ン
ト
情
報
の
改
訂
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、

公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

経理用語の豆知識
構成単位の監査人とのコミュニケーション

グループ監査において、個別の財務的重要性を有する重要な
構成単位については、グループ監査チームまたはその指示を受
けた構成単位の監査人は、構成単位の重要性の基準値に基づ
いて構成単位の財務情報の監査を実施しなければならない。グ
ループ監査チームは、構成単位の監査人に、グループ財務諸表
の監査において要求する事項として、実施すべき作業、その作
業結果の利用目的ならびに構成単位の監査人のグループ監査
チームへの報告の様式および内容を適時に伝達しなければなら
ない。
また、構成単位の監査人に対して、グループ財務諸表の監査に
ついてのグループ監査チームの結論に関連する事項を報告する
ように依頼しなければならない。グループ監査チームは、構成単
位の監査人からの報告事項を評価しなければならない。不十分
であると判断した場合には、グループ監査チームがどのような追
加手続を実施すべきか、または、その手続を構成単位の監査人も
しくはグループ監査チームのどちらが実施するかを決定しなけ
ればならない。

な
い
事
項
に
重
要
な
変
更
が
あ
れ
ば

適
時
開
示
す
れ
ば
よ
い
」
な
ど
の
意

見
が
聞
か
れ
た
。

四
半
期
決
算
短
信
に
対
す
る
監
査

人
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
の
有
無

監
査
人
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
の
義
務

づ
け
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
、

委
員
か
ら
は
、「
レ
ビ
ュ
ー
が
あ
れ

ば
資
金
調
達
も
有
利
に
な
る
」
な
ど

賛
成
意
見
が
聞
か
れ
た
一
方
、「
タ

イ
ム
リ
ー
な
開
示
を
優
先
す
べ
き
」、

「
企
業
負
担
が
増
加
す
る
」
な
ど
反

対
意
見
も
聞
か
れ
た
。

ま
た
、「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う

に
、
基
本
的
に
四
半
期
開
示
は
任
意

だ
が
、
監
査
人
が
不
適
正
意
見
を
付

し
た
場
合
等
に
義
務
化
さ
れ
る
と
い

う
制
度
が
よ
い
の
で
は
」、「
第
１
、

第
３
四
半
期
の
レ
ビ
ュ
ー
は
不
要
で

は
」
と
い
っ
た
意
見
も
挙
が
っ
た
。

レ
ビ
ュ
ー
を
付
け
る
場
合
に
四
半

期
決
算
短
信
の
提
出
時
期
に
遅
れ
が

生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
問
題
に
つ
い

て
は
、
事
務
局
資
料
で
、
半
数
以
上

の
上
場
企
業
が
四
半
期
決
算
短
信
開

示
か
ら
四
半
報
提
出
ま
で
の
日
数
が

５
日
以
内
と
の
調
査
結
果
が
示
さ
れ

た
。
委
員
か
ら
「
そ
の
程
度
の
遅
れ

は
問
題
な
い
の
で
は
」
と
の
意
見
が

い
く
つ
か
聞
か
れ
た
。

四
半
期
決
算
短
信
の
虚
偽
記
載
に

対
す
る
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

現
在
、
四
半
期
決
算
短
信
の
虚
偽

記
載
に
は
取
引
所
規
則
の
制
裁
措
置

が
課
さ
れ
て
お
り
、
四
半
報
等
の
法

定
開
示
書
類
の
虚
偽
記
載
の
責
任
に

つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
罰

則
が
課
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

の
今
後
の
あ
り
方
や
、
四
半
報
の
廃

止
で
虚
偽
記
載
へ
の
刑
事
罰
・
課
徴

金
と
い
っ
た
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

が
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
委
員

か
ら
は
「
取
引
所
規
則
の
み
で
よ

い
」、「
四
半
期
の
開
示
情
報
の
信
頼

性
を
保
つ
た
め
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ

ン
ト
は
重
要
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ

た
。

半
期
報
告
書
・
中
間
監
査
の
あ
り
方

四
半
報
の
廃
止
に
伴
い
、
半
期
報

告
書
の
記
載
内
容
や
、
保
証
（
半
期

報
告
書
に
は
中
間
監
査
が
行
わ
れ
て

い
る
）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
委
員

か
ら
「
中
間
監
査
は
、
日
本
独
特
の

監
査
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
国
際
的

な
監
査
基
準
と
整
合
性
が
図
ら
れ
て

い
る
レ
ビ
ュ
ー
手
続
に
一
本
化
す
べ

き
」
と
い
う
意
見
が
多
数
聞
か
れ

た
。
一
方
、「
第
２
四
半
期
は
第
１
、

第
３
よ
り
高
い
水
準
の
開
示
や
レ

ビ
ュ
ー
を
す
べ
き
」
と
の
意
見
も
挙

が
っ
た
。

去
る
10
月
６
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

の
公
開
草
案「
セ
グ
メ
ン
ト
情
報（
ト

ピ
ッ
ク
280
）
―
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
開

示
の
改
善
」
を
公
表
し
た
。

セ
グ
メ
ン
ト
情
報
の
開
示
に
つ
い

て
は
、マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
ア
プ
ロ
ー

チ
を
規
定
し
た
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
基
準
書
131

号
の
発
行
か
ら
、
重
要
な
改
訂
は
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
開
示

情
報
の
強
化
の
た
め
、
重
要
な
セ
グ

メ
ン
ト
費
用
な
ど
の
追
加
開
示
を
要

求
す
る
公
開
草
案
が
公
表
さ
れ
た
。

公
開
草
案
の
内
容

公
開
草
案
は
、
公
開
企
業
に
次

の
追
加
の
開
示
等
を
要
求
し
て
い
る

が
、
現
行
の
開
示
要
求
、
報
告
セ
グ

メ
ン
ト
の
決
定
方
法
に
変
更
は
な
い
。

①　
重
要
な
セ
グ
メ
ン
ト
費
用
（
定

期
的
に
経
営
上
の
最
高
意
思

決
定
者
（chief operating 

decision m
aker

）
に
報
告
さ

れ
、
セ
グ
メ
ン
ト
損
益
に
含
ま
れ

る
費
用
）（
年
間
と
期
中
期
間
）
の

開
示

②　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
そ
の
他
の

セ
グ
メ
ン
ト
項
目
の
金
額
（other 

segm
ent item

s

）（「
セ
グ
メ
ン

ト
収
益
と
重
要
な
セ
グ
メ
ン
ト
費

用
の
純
額
」
か
ら
「
報
告
さ
れ
て

い
る
セ
グ
メ
ン
ト
項
目
の
損
益
」

を
控
除
し
た
も
の
）
と
そ
の
構
成

内
容
の
開
示

③　
ト
ピ
ッ
ク
280
の
年
間
の
開
示
を

期
中
期
間
で
も
要
求

④　
経
営
上
の
最
高
意
思
決
定
者
が

２
つ
以
上
の
セ
グ
メ
ン
ト
損
益
を

使
用
し
て
い
る
場
合
、
セ
グ
メ
ン

ト
損
益
項
目
の
追
加
開
示
が
で
き

る
こ
と
を
明
確
化

⑤　
単
一
の
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
を
有

す
る
企
業
に
、
現
行
の
ト
ピ
ッ
ク

280
と
公
開
草
案
で
の
追
加
開
示
を

要
求

適
用
関
係
・
コ
メ
ン
ト
期
限

公
開
草
案
の
改
訂
は
遡
及
的
に
適

用
さ
れ
、
適
用
日
と
早
期
適
用
の
可

否
は
未
定
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
２
２
年
12

月
20
日
で
あ
る
。
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金
　
　
融

タ
イ
ト
な
雇
用
統
計
の
数
字
が
強
め

る
景
気
悲
観
論

証
　
　
券

今
後
の
米
株
価
の
方
向
性
を
探
る　

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2022年
９月30日

経営研究調査会研究報
告69号「フォレンジッ
ク業務に関する研究」

JICPA

フォレンジック業務（いわゆる不正調査のみならず、関連記録の調査・分析や影響の
大きさの評価等をも含む）を行う会計事務所等の実務および業務開発に資することを
目的として、実務事例を交えながら取りまとめたもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220930ceb.html

―

2022年
10月７日

「所得税基本通達の制
定について」の一部改
正について（法令解釈
通達）

国税庁
雑所得の範囲の明確化を図るもの。いわゆる副業による収入金額が事業所得と雑所得
のいずれに該当するかについて、社会通念で判定することを原則としながらも、記帳・
帳簿書類の保存の有無等も判断要素となることを示している。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

―

米
労
働
省
は
10
月
７
日
、
９
月
の

雇
用
統
計
を
発
表
し
た
。
失
業
率

は
、
市
場
予
測
の
３
・
７
％
に
対
し

て
実
績
値
は
３
・
５
％
と
前
月
比
で

も
０
・
２
％
ポ
イ
ン
ト
改
善
、
非
農

業
部
門
の
雇
用
者
数
は
前
月
か
ら

26
万
３
、０
０
０
人
の
増
加
で
25
万

人
増
の
市
場
予
測
を
上
回
り
、
平

均
時
給
は
、
前
年
同
月
比
５
・
０
％

の
増
加
で
市
場
予
測
５
・
１
％
を
下

回
っ
た
も
の
の
、
市
場
は
高
水
準
の

伸
び
率
が
続
い
て
い
る
と
の
見
方

だ
。以

上
か
ら
、
今
回
の
雇
用
統
計
は

雇
用
情
勢
が
引
き
続
き
タ
イ
ト
な
状

況
が
継
続
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）

に
よ
る
追
加
利
上
げ
の
効
果
を
確
認

す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
次
回
以
降
の
引

締
め
姿
勢
が
軟
化
ど
こ
ろ
か
、
む
し

ろ
強
化
さ
れ
る
と
い
っ
た
市
場
の
見

方
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

米
金
利
先
物
市
場
で
も
、
11
月

１
、２
日
に
開
催
さ
れ
る
連
邦
公
開

市
場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
で
０
・

７
５
％
の
利
上
げ
を
実
施
す
る
確
率

が
、
85
％
か
ら
92
％
に
上
昇
す
る
な

ど
、
年
内
は
０
・
７
５
％
な
い
し
は

１
％
の
連
続
利
上
げ
が
視
野
に
入

る
。
一
方
で
、今
後
来
年
に
か
け
て
、

利
上
げ
が
も
た
ら
す
経
済
へ
の
悪
影

響
も
深
刻
に
な
っ
て
い
る
。

10
月
11
日
に
は
、
国
際
通
貨
基
金

（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
が
２
０
２
３
年
の
世
界

経
済
の
成
長
見
通
し
を
、
前
回
７
月

よ
り
０
・
２
％
ポ
イ
ン
ト
下
げ
て
２
・

７
％
に
、
ア
メ
リ
カ
経
済
に
つ
い

て
は
今
年
の
成
長
率
見
通
し
を
０
・

７
％
ポ
イ
ン
ト
下
げ
て
１
・
６
％
に

下
方
修
正
す
る
な
ど
、
景
気
見
通
し

が
世
界
的
に
悪
化
傾
向
を
強
め
つ
つ

あ
る
。
翌
年
の
成
長
見
通
し
が
３
％

を
割
り
込
む
の
は
２
０
０
０
年
以
降

で
は
初
め
て
で
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
時
の
翌
年
予
想
を
も
下
回
る
。
こ

の
結
果
、
Ｎ
Ｙ
ダ
ウ
は
雇
用
統
計
の

発
表
直
後
か
ら
週
明
け
に
か
け
て
、

一
時
６
０
０
ド
ル
以
上
の
大
幅
な
下

落
と
な
っ
た
。

為
替
市
場
で
は
、
ド
ル
／
円
相
場

が
大
幅
で
は
な
い
が
堅
調
に
推
移
、

や
や
ド
ル
高
・
円
安
方
向
へ
動
き
、

９
月
22
日
の
市
場
介
入
直
前
の
水
準

ま
で
戻
し
て
い
る
。
市
場
で
一
部
に

み
ら
れ
る
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
緩
和
方
向
へ

の
転
換
期
待
は
否
定
さ
れ
る
結
果
が

続
き
、
今
後
は
景
気
へ
の
悲
観
論
が

強
ま
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。

８
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、
パ
ウ

エ
ル
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ

Ｒ
Ｂ
）
議
長
の
金
融
政
策
発
言
は
よ

り
激
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
っ
た
。

イ
ン
フ
レ
進
行
に
対
す
る
見
方
が
厳

し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
反
映
す
る

も
の
で
あ
る
。
株
式
市
場
も
米
経
済

の
先
行
き
に
弱
気
に
な
り
、
連
日
の

よ
う
に
株
価
下
落
と
な
っ
た
。

こ
の
結
果
、
主
要
国
の
９
月
末
の

株
価
は
年
初
と
比
べ
、
大
き
く
下
落

し
た
。
米
株
価
・
株
価
指
数
の
下
落

率
は
軒
並
み
20
％
を
超
え
、
な
か
で

も
ハ
イ
テ
ク
株
・
成
長
株
の
指
数
で

あ
る
ナ
ス
ダ
ッ
ク
は
33
％
の
下
落
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
主
要
株
の
う
ち
、

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
下
落
幅
で
あ
る
。

多
く
の
欧
州
、
ア
ジ
ア
の
株
価
・

株
価
指
数
は
ア
メ
リ
カ
と
同
レ
ベ
ル

の
20
％
台
の
下
落
と
な
っ
た
が
、
イ

ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
が
１
ケ
タ
の

下
落
に
と
ど
ま
っ
た
。
や
や
意
外
感

が
あ
る
が
、
期
間
中
の
変
動
幅
が
小

さ
か
っ
た
市
場
は
９
月
末
ま
で
の
株

価
下
落
幅
が
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

株
価
は
下
落
基
調
に
あ
る
、
と

い
っ
て
も
毎
日
下
が
り
続
け
る
わ
け

で
は
な
い
。
10
月
上
旬
、
米
株
価
は

か
な
り
目
立
っ
た
反
騰
を
み
せ
た
。

３
～
４
日
の
連
騰
で
株
価
は
５
～

６
％
上
昇
し
た
。
米
株
価
に
連
動
し

て
、
主
要
国
の
株
価
も
揃
っ
て
５
％

前
後
上
昇
し
た
。

こ
の
上
昇
の
理
由
は
、
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ

の
有
力
者
が
、
イ
ン
フ
レ
沈
静
化
の

若
干
の
早
期
化
、
金
融
引
締
め
の
想

定
よ
り
早
い
利
上
げ
幅
縮
小
、
利
上

げ
ス
ト
ッ
プ
時
期
到
来
の
可
能
性
に

言
及
し
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
雇
用
統
計

が
公
表
さ
れ
る
と
、米
株
価
は
反
落
、

そ
れ
が
世
界
の
市
場
へ
伝
わ
り
、
同

時
株
安
と
な
っ
た
。
利
上
げ
政
策
の

転
換
が
遠
の
い
た
と
い
う
連
想
か
ら

で
あ
る
。
ま
さ
に
経
済
の
グ
ッ
ド
・

ニ
ュ
ー
ス
は
ウ
ォ
ー
ル
街
に
は
バ
ッ

ド
・
ニ
ュ
ー
ス
な
の
で
あ
る
。

世
界
的
に
株
式
市
場
心
理
が
冷
え

込
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
投
資
資
金
が
豊
富
に
あ
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
今
後
も
10
月
初
め

の
よ
う
に
わ
ず
か
の
材
料
で
株
価
が

反
騰
す
る
可
能
性
は
あ
る
。こ
の
先
、

企
業
収
益
が
大
崩
れ
す
る
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
株
価
の
大
幅
下
落
と
い
っ

た
事
態
は
避
け
ら
れ
よ
う
。そ
し
て
、

ひ
た
す
ら
イ
ン
フ
レ
沈
静
化
を
待
つ

の
み
で
あ
る
。


